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(57)【要約】
【課題】半導体装置のレイアウトの自由度を向上させる
。
【解決手段】本発明による半導体装置は、第1行おいて
、行方向に連続的に配置される第1電源供給セル２０及
び複数の第１セル１０と、第1行に隣接する第２行にお
いて、行方向に連続的に配置され、前記第１行に隣接す
る複数の第２セル１０とを具備する。第１電源供給セル
２０は、行方向に直交する第１電源配線６２に接続され
、第１電源配線６２から供給される電圧に応じた電源電
圧を、複数の第１セル１０及び複数の第２セル１０に供
給する。第２行において、第１行に配置された第１電源
供給セル２０に隣接する第２セルと第１電源配線６２と
は、直接接続されず第１行に配置された第１電源供給セ
ル２０を介して接続される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第1行おいて、行方向に連続的に配置される第1電源供給セル及び複数の第１セルと、
　前記第1行に隣接する第２行において、行方向に連続的に配置され、前記第１行に隣接
する複数の第２セルと
　を具備し、
　前記第１電源供給セルは、行方向に直交する第１電源配線に接続され、前記第１電源配
線から供給される電圧に応じた電源電圧を、前記複数の第１セル及び前記複数の第２セル
に供給し、
　前記第２行において、前記第１電源供給セルに隣接する第２セルと前記第１電源配線と
は、直接接続されず前記第１電源供給セルを介して接続される
　半導体装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記第２行において、前記第１電源供給セルに隣接する第２セルは、プリミティブセル
である
　半導体装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記第２行において、前記第１電源供給セルに隣接する第２セルは、スタンダードセル
である。
　半導体装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記複数の第１セルと前記複数の第２セルは共通する第１ウェルを介して隣接し、
　前記第１電源供給セルは、前記第１電源配線と前記第１ウェルとの間を電気的に接続す
る拡散層を備える
　半導体装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の半導体装置において、
　前記第１電源供給セルは、
　セルハイト方向に対し上部領域と下部領域のそれぞれに形成され、前記第１ウェルに隣
接する第２ウェルを更に備え、
　前記拡散層は、前記前記第２ウェル上に設けられる
　半導体装置。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記第１電源配線に直交する第２電源配線を更に具備し、
　前記第１電源供給セルは、前記第１電源配線から供給される電圧に応じた電源電圧を、
前記第２配線を介して前記複数の第１セル及び前記複数の第２セルに供給する電源スイッ
チを備え、
　前記電源スイッチは、制御信号に応じて前記電源電圧の供給及び供給停止を制御する
　半導体装置。
【請求項７】
　請求項５に記載の半導体装置において、
　前記第１電源配線に直交する第２電源配線を更に具備し、
　前記第１電源供給セルは、前記第１電源配線から供給される電圧に応じた電源電圧を、
前記第２配線を介して前記複数の第１セル及び前記複数の第２セルに供給する電源スイッ
チを備え、
　前記第１電源供給セルにおいて、セルハイト方向に対し上部領域と下部領域に形成され
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た第１導電型のウェルは相互にブリッジ構造によって接続され、
　前記電源スイッチは、前記ブリッジ構造上に形成される
　半導体装置。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記第２行には、第２電源供給セルが配置され、
　前記第２電源供給セルは、前記第１電源配線に平行して設けられた第３電源配線に接続
され、前記第３電源配線から供給される電圧に応じた電源電圧を、前記複数の第１セル及
び前記複数の第２セルに供給し、
　前記第１行において、前記第２電源供給セルに隣接する第１セルと前記第３電源配線と
は、直接接続されず前記第２電源供給セルを介して接続される
　半導体装置。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか１項に記載の半導体装置において、
　前記第２行に隣接する第３行において、行方向に連続的に配置される第３電源供給セル
と複数の第３セルと、
　前記第２行において、行方向に連続的に配置され、前記第３行に隣接する複数の第４セ
ルと
　を更に具備し、
　前記第３電源供給セルは、前記第１電源配線に接続され、前記第１電源配線から供給さ
れる電圧に応じた電源電圧を、前記複数の第４セル及び前記複数の第３セルに供給し、
　前記第２行において、前記第１電源供給セル及び前記第３電源供給セルに隣接する第２
セル及び第４セルと前記第１電源配線とは、直接接続されず前記第１電源供給セルを介し
て接続される
　半導体装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の半導体装置において、
　前記複数の第４セルと前記複数の第３セルは共通する第３ウェルを介して隣接し、
　前記第３電源供給セルは、前記第１電源配線と前記第３ウェルとの間を電気的に接続す
る拡散層を備える
　半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関し、特に行（ｒｏｗ）内のセルに対して電源電圧を供給する
電源供給セルを有する半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１に示す半導体装置には、同一行に配置された複数のセル１０に対して電源電圧を供
給するセル７０が設けられている。複数のセル１０に対して必要な電源電圧を確保するた
め、セル７０は、同一行において所定の間隔（ここでは距離Ｂ１、Ｂ２）で配置されるこ
とが必要である。
【０００３】
　ここで、図１に示す従来技術による半導体装置のレイアウト構造を説明する。図１を参
照して、従来技術による半導体装置は、行方向（Ｘ方向）に延設される電源配線４１～４
３、５１、５２と、電源配線４１～４３、５１、５２に沿って配置される複数のセル１０
（例えばプリミティブセルやスタンダードセル）と、電源配線４１～４３、５１、５２に
垂直な方向（Ｙ方向）に延設される電源配線６１～６３と、電源配線６１～６３のそれぞ
れに沿って配置される複数のセル７０を具備する。
【０００４】
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　セル７０は、同一行において所定の間隔（距離Ｂ１）で配置され、同一行に配置された
セル１０に対して電源電圧を供給する電源供給素子８０を備える。通常、セル７０は、電
源配線６１～６３のそれぞれの近傍に配置される。電源供給素子８０は、例えば、同一行
内のセル１０の基板（Ｎ型ウェル１）に対し電源配線６１～６３からの電源電圧ＶＤＤを
供給するコンタクト（以下、ウェルコンと称す）を有する。あるいは、電源供給素子８０
は、電源配線６１～６３からの電源電圧ＶＤＤに応じた電源電圧ＶＳＤを電源配線４１～
４３介してセル１０に供給する電源スイッチを有する。電源スイッチは、図示しない制御
信号に応じてセル１０に対する電源電圧ＶＳＤの供給及び供給停止を制御する。
【０００５】
　電源配線４１～４３には電源電圧ＶＳＤが供給され、電源配線５１、５２はＧＮＤに接
続される。複数のセル１０は、それぞれに設けられたコンタクトを介して、電源配線４１
～４３のうち近接する電源配線から電源電圧ＶＳＤが供給される。又、複数のセル１０、
７０は、電源配線５１、５２のうち近接する電源配線を介して接地される。尚、電源供給
素子８０は、ウェルコンと電源スイッチの両方を有していても構わない。
【０００６】
　セル１０は、電源配線４１～４３及び電源配線５１、５２のそれぞれから供給される電
源電圧ＶＳＤ及び接地電圧ＧＮＤに応じて動作する論理回路を有する。
【０００７】
　セル１０、セル７０のそれぞれはＮ型ウェル１及びＰ型ウェル２を有する。セル１０内
のＮ型ウェル１は、同一行において当該セル１０に隣接するセル１０又はセル７０内のＮ
型ウェル１に接続される。同様に、セル１０内のＰ型ウェル１は、同一行において当該セ
ル１０に隣接するセル１０又はセル７０内のＰ型ウェル１に接続される。これにより、同
一行内でＮ型ウェル１及びＰ型ウェル２は連続して形成されることとなる。
【０００８】
　上述のような電源供給を行なうセル７０を有する半導体装置が、例えば、特開２００８
－１０３５６９に記載されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００８－１０３５６９
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　同一行におけるセル７０同士の間隔（距離Ｂ１）は、半導体装置のプロセスの世代に応
じて設定される電源供給素子８０間の距離によって決定する。例えば、電源供給素子８０
がＮ型ウェル１に電源電圧ＶＤＤを供給するウェルコンである場合、電源供給素子８０間
の距離Ｃ１、Ｃ２は、プロセスに応じたラッチアップ基準に基づいて設定される。
【００１１】
　セル１０を配置可能な領域は、同一行におけるセル７０間の距離Ｂ１、Ｂ２によって決
まる。この距離Ｂ１、Ｂ２は上述のようにプロセスによって制約を受けるため、配置可能
なセル１０の数や大きさも同様に、プロセスに応じた制約を受けることになる。
【００１２】
　一方、半導体装置の高集積化を目的として、チップ面積を増大せずに配置可能なセル１
０の数を増大したいという要求が高まっている。このため、プロセスに応じた制約を満足
しながら、電源供給セル（セル７０）間に配置可能なセル１０の数を増加させることが求
められている。又、同一行におけるセルの配置可能な領域が狭い場合、サイズの大きなセ
ル１０を配置できない場合がある。このため、同一行においてセルの配置可能な領域を拡
大し、配置可能なセル１０のサイズの自由度を向上させることが求められている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
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　以下に、［発明を実施するための形態］で使用される番号・符号を括弧付きで用いて、
［課題を解決するための手段］を説明する。この番号・符号は、［特許請求の範囲］の記
載と［発明を実施するための形態］の記載との対応関係を明らかにするために付加された
ものであるが、［特許請求の範囲］に記載されている発明の技術的範囲の解釈に用いては
ならない。
【００１４】
　本発明による半導体装置は、第1行おいて、行方向に連続的に配置される第1電源供給セ
ル（２０）及び複数の第１セル（１０）と、第1行に隣接する第２行において、行方向に
連続的に配置され、前記第１行に隣接する複数の第２セル（１０）とを具備する。第１電
源供給セル（２０）は、行方向に直交する第１電源配線（例えば６２）に接続され、第１
電源配線（例えば６２）から供給される電圧に応じた電源電圧を、複数の第１セル（１０
）及び複数の第２セル（１０）に供給する。第２行において、第１行に配置された第１電
源供給セル（２０）に隣接する第２セルと第１電源配線（例えば６２）とは、直接接続さ
れず第１行に配置された第１電源供給セル（２０）を介して接続される。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、半導体装置のレイアウトの自由度を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、従来技術による半導体装置のレイアウト構造を示す平面図である。
【図２】図２は、本発明による半導体装置の第１の実施の形態におけるレイアウト構造を
示す平面図である。
【図３】図３は、本発明による半導体装置のレイアウト構造の第１実施例を示す平面図で
ある。
【図４】図４は、本発明による半導体装置のレイアウト構造の第２実施例を示す平面図で
ある。
【図５】図５は、本発明による半導体装置のレイアウト構造の第３実施例を示す平面図で
ある。
【図６】図６は、本発明による半導体装置のレイアウト構造の第４実施例を示す平面図で
ある。
【図７】図７は、本発明による半導体装置の第１実施例に対する比較例を示す平面図であ
る。
【図８】図８は、本発明による半導体装置の第２実施例に対する比較例を示す平面図であ
る。
【図９】図９は、本発明による半導体装置の第３実施例に対する比較例を示す平面図であ
る。
【図１０】図１０は、本発明による半導体装置の第２の実施の形態におけるレイアウト構
造を示す平面図である。
【図１１】図１１は、本発明による半導体装置のレイアウト構造の第５実施例を示す平面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付図面を参照して、本発明による半導体装置、及びそのレイアウト方法の実施
の形態を説明する。
【００１８】
　概要
　電源配線（電源電圧ＶＤＤ）を必要とする電源スイッチ素子とウェルコン（Ｎ型拡散層
）は同じ位置に配置すると配線効率が良い。このため、従来からウェルコン及び電源スイ
ッチを有するセル（セル７０）をラッチアップ耐性に必要な間隔で配置していた。しかし
、セル７０のサイズは大きいため（例えばセル幅がプリミティブセルの約２倍）、サイズ
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の大きいスタンダードセルの配置を阻害する原因となっていた。
【００１９】
　しかし、本発明では、行の境界でウェルが共有されていることに着目し、１つのウェル
コンによって２つの行に共通のウェルに対して電源電圧を供給することで、行に配置する
電源供給セルの数を減じることができる。すなわち、ウェルコン及び電源スイッチを有す
るセル（電源供給セル：セル２０）を２つの行にわたり千鳥に配置することで、電源供給
セルの間隔をウェルコンの間隔の２倍程度まで広げることができる。これにより、サイズ
の大きいスタンダードセルを配置する際の自由度が高まる。
【００２０】
　１．第１の実施の形態
　図２から図９を参照して、本発明による半導体装置の第１の実施の形態を説明する。図
２は、本発明による半導体装置の第１の実施の形態におけるレイアウトを示す平面図であ
る。図２を参照して、本実施の形態における半導体装置は、行方向（Ｘ方向）に延設され
る電源配線４１～４３、５１、５２と、電源配線４１～４３、５１、５２に沿って配置さ
れる複数のセル１０（例えばプリミティブセルやスタンダードセル）と、電源配線４１～
４３、５１、５２に垂直な方向（Ｙ方向）に延設される電源配線６１～６３と、複数のセ
ル１０に電源電圧ＶＤＤを供給する複数のセル２０（電源供給セル）を具備する。
【００２１】
　セル２０は、電源配線６１～６３から供給される電源電圧ＶＤＤに応じた電源電圧を、
セル１０に対して供給する電源供給素子３０を備える。電源供給素子３０は、例えば、セ
ル１０、２０の基板（Ｎ型ウェル１）に対し電源配線６１～６３からの電源電圧ＶＤＤを
供給するコンタクト（以下、ウェルコンと称す）を有する。あるいは、電源供給素子３０
は、電源配線６１～６３からの電源電圧ＶＤＤに応じた電源電圧ＶＳＤを、電源配線４１
～４３介してセル１０に供給する電源スイッチを有する。電源スイッチは、図示しない制
御信号に応じてセル１０に対する電源電圧ＶＳＤの供給及び供給停止を制御する。尚、電
源供給素子３０は、ウェルコンと電源スイッチの両方を有していても構わない。
【００２２】
　セル１０は、電源配線４１～４３及び電源配線５１、５２のそれぞれから供給される電
源電圧ＶＳＤ及び接地電圧ＧＮＤに応じて動作する論理回路（図示なし）を有する。
【００２３】
　セル２０には、セルハイト方向（Ｙ方向）に対して上部及び下部の領域、すなわち、他
の行と隣接する領域にＮ型ウェル１が形成される。以下、上部領域に形成されるＮ型ウェ
ル１をＮ型ウェル１（上段）と称し、下部領域に形成されるＮ型ウェル１をＮ型ウェル１
（下段）と称す。又、セル２０には、Ｎ型ウェル１（上段）とＮ型ウェル１（下段）に挟
まれる領域にＰ型ウェル２が形成される。後述するが、Ｎ型ウェル１（上段）とＮ型ウェ
ル１（下段）は、Ｐ型ウェル２を分断して相互に接続され、ブリッジ構造を形成しても良
い。Ｎ型ウェル１（上段）及びＮ型ウェル１（下段）のそれぞれには、電源供給素子３０
が設けられる。
【００２４】
　セル１０には、セルハイト方向（Ｙ方向）に対して上部又は下部の領域にＮ型ウェル１
が形成され、他方の領域にＰ型ウェル２が形成される。セル１０は、隣接する他の行と、
自身のＮ型ウェル１が接続するように配置される。本一例では、セル２０のセルハイトの
半分のセル１０が、同行において２つのセル２０の間に配置される。この際、Ｎ型ウェル
１が行の境に位置し、Ｐ型ウェル２同士が接続されるように、２つのセル１０がセルハイ
ト方向（Ｙ方向）に連結されて配置される。
【００２５】
　以上のようなセル１０、２０を配置することで、セル１０内のＮ型ウェル１は、同一行
において当該セル１０に隣接するセル１０又はセル２０内のＮ型ウェル１に接続される。
同様に、セル１０内のＰ型ウェル１は、同一行において当該セル１０に隣接するセル１０
又はセル２０内のＰ型ウェル１に接続される。これにより、同一行内でＮ型ウェル１及び
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Ｐ型ウェル２は、それぞれ連続して形成されることとなる。又、行と他の行との境（例え
ば、Ｎ行とＮ＋１行の境、Ｎは自然数）付近の領域には、両行ともＮ型ウェル１が形成さ
れている。このため、隣接する行との他の行との間（Ｎ行とＮ＋１行との間）においてＮ
型ウェル１は連続して形成されることとなる。
【００２６】
　電源配線４１～４３、５１、５２は、列方向（Ｙ方向）上から、電源配線４１、５１、
４２、５２、４３の順で配置される。電源配線４１～４３には電源電圧ＶＳＤが供給され
、電源配線５１、５２はＧＮＤに接続される。複数のセル１０、２０には、それぞれに設
けられたコンタクト（図示なし）を介して、電源配線４１～４３のうち近接する電源配線
から電源電圧ＶＳＤが供給される。又、複数のセル１０、２０は、それぞれに設けられた
コンタクト（図示なし）を介して、電源配線５１、５２のうち近接する電源配線を介して
接地される。
【００２７】
　このような構成により、行の境界を介して接する２つのセル１０は、行方向に延びる同
じ電源配線に接続される。例えば、Ｎ行においてＮ＋１行に隣接するセル１０と、Ｎ＋１
行においてＮ行に隣接するセル１０は、同じ電源配線４２に接続される。
【００２８】
　本発明によるセル２０には、セル２０内のＮ型ウェル１（上段）とＮ型ウェル１（下段
）のそれぞれに電源供給素子３０が形成されている。以下、Ｎ型ウェル１（上段）に設け
られた電源供給素子３０を電源供給素子３０（上段）と称し、Ｎ型ウェル１（下段）に設
けられた電源供給素子３０を電源供給素子３０（下段）と称す。
【００２９】
　例えば、電源供給素子がＮ型ウェル１に電源電圧ＶＤＤを供給するウェルコンである場
合、Ｎ行に設けられた電源供給素子３０（下段）によって、Ｎ行におけるＮ型ウェル１（
下段）のみならずＮ＋１行のＮ型ウェル１（上段）にも電源電圧ＶＤＤを供給することが
できる。同様に、Ｎ＋１行に設けられた電源供給素子３０（上段）によって、Ｎ＋１行の
Ｎ型ウェル１（上段）のみならずＮ行のＮ型ウェル１（下段）にも電源電圧ＶＤＤを供給
することができる。従って、本発明では、Ｎ行又はＮ＋１行のどちらか一方にセル２０を
配置することで、Ｎ行とＮ＋１行との境界領域に形成されたＮ型ウェル１に電源電圧ＶＤ
Ｄを供給することができる。
【００３０】
　あるいは、電源供給素子３０が電源配線４１～４３に電源電圧ＶＳＤを供給する電源ス
イッチである場合、Ｎ行に配置されたセル２０内の電源スイッチ（Ｐ型ＭＯＳトランジス
タ３２）と、Ｎ＋１行に配置されたセル２０内の電源スイッチ（Ｐ型ＭＯＳトランジスタ
３２）のどちらからでも、行の境界にある電源配線４２に電源電圧ＶＳＤを供給すること
ができる。
【００３１】
　以上のことから、本発明では、Ｎ行とＮ＋１行のどちらか一方にセル２０を配置するこ
とで行の境界付近のセル１０に電源電圧を供給することができる。図２に示す一例では、
電源配線６１、６３に接続するセル２０は、隣接する２つの行（Ｎ行とＮ＋１行）のうち
、Ｎ行のみに配置され、電源配線６２に接続するセル２０は、隣接する２つの行（Ｎ行と
Ｎ＋１行）のうち、Ｎ＋１行のみに配置される。この場合、電源配線６１、６３に接続す
るセル２０に隣接する他の行のセルは、当該セル２０を介して電源配線６１、６３に接続
され、電源配線６２に接続するセル２０に隣接する他の行のセルは、当該セル２０を介し
て電源配線６２に接続されることとなる。このため、本発明ではセル２０に隣接する位置
にセル２０を配置する必要がない。ここで、電源配線６１～６３は、行方向（Ｙ方向）左
から電源配線６１、６２、６３の順で配置される。従って、本発明では、隣接する２つの
行（Ｎ行とＮ＋１行）において、セル２０が千鳥配置となるようにレイアウトされる。
【００３２】
　Ｎ行に配置される２つのセル２０は、それぞれ電源配線６１、６３から供給される電源
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電圧ＶＤＤに応じた電源電圧を複数のセル１０に供給する。一方、Ｎ＋１行に配置される
セル２０は、電源配線６２から供給される電源電圧ＶＤＤに応じた電源電圧を複数のセル
１０に供給する。Ｎ行において電源配線６１と電源配線６３との間に配置されたセル１０
は、Ｎ＋１行におけるセル２０から電源電圧が供給される。このため、プロセス等によっ
て制約を受ける電源供給素子３０間の距離は、Ｎ行形成された電源供給素子３０（下段）
とＮ＋１行に形成された電源供給素子３０（上段）との間の距離Ｃ３、Ｃ４となる。又、
距離Ｃ３、Ｃ４と距離Ｃ１、Ｃ２は、ほぼ同じ長さである。すなわち、本発明のようなレ
イアウト構造に変更しても、制約条件を満足する距離が保持される。
【００３３】
　従って、本実施の形態における半導体装置では、Ｎ行において電源配線６１～６３に対
し１つおきにセル２０を配置することができる。すなわち、電源配線６１近傍のセル２０
から電源配線６３近傍のセル２０までの間（距離Ａ１）の領域に、セル１０を配置するこ
とができる。この領域は、電源配線６３近傍に電源供給セルを配置しない分だけ、図１に
示すセル１０の配置可能な領域よりも大きくなる。詳細には、電源配線６１から電源配線
６３間での距離が、図１に示す半導体装置と同じＬ１＋Ｌ２である場合、Ｎ行においてセ
ル１０の配置可能な領域の幅は、距離Ｌ１＋Ｌ２から１つのセル１０のセル幅を減じた距
離Ａ１となる。一方、図１に示すＮ行におけるセル１０の配置可能な領域の幅は、Ｌ１か
らセル７０のセル幅を減じた距離Ｂ１と、Ｌ２からセル７０のセル幅を減じた距離Ｂ２と
和となる。すなわち、Ｌ１＋Ｌ２から２つのセル７０のセル幅を減じた距離Ｂ１＋Ｂ２＜
Ａ１となる。
【００３４】
　以上のことから、本発明による半導体装置は、プロセスに応じた制約を満足する電源供
給素子の間隔を保持したまま、電源供給セル（セル２０）間におけるセル１０の配置可能
領域を広げることができる。これにより、セル１０の配置数を増加させることが可能とな
る。又、配置可能な領域が広がるため、様々な大きさのスタンダードセルを配置すること
ができることから、設計が容易となり、ＴＡＴや面積効率が改善される。
【００３５】
　次に、図３から図９を参照して、第１の実施の形態における半導体装置の具体例を示す
。以下では、通常モードと待機モードの切り替えに応じて電源の供給が制御される機能セ
ルを有する半導体装置について説明する。ここで、通常モードとは、通常動作を実施して
いる状態であり、待機モードとは、一部の機能セルを動作させない状態である。
【００３６】
　通常モードと待機モードの切り替えは、電源スイッチによって行なわれる。電源スイッ
チは、電源電圧ＶＤＤに応じた電圧を電源電圧ＶＳＤとしてスタンダードセルに供給する
。スタンダードセルは、電源電圧ＶＳＤに応じて動作する。電源スイッチを用いる場合、
電源スイッチが形成されたセル（電源スイッチセル）のＮ型ウェルに固定電圧（電源電圧
ＶＤＤ）を供給する必要がある。又、電源電圧ＶＳＤによって動作するスタンダードセル
のＮ型ウェルには、電源電圧ＶＳＤを供給する場合と電源電圧ＶＤＤを供給する場合があ
る。前者の場合、電源スイッチセルのＮ型ウェルとスタンダードセルのＮ型ウェルとの間
に電位差が生じるため、電源スイッチセルとスタンダードセルとの間の距離を広げる必要
がある。この場合、チップ面積は増大してしまう。後者の場合、Ｎ型ウェルのラッチアッ
プを回避するため、所定の間隔以内にウェルコンを配置する必要がある。この場合、ウェ
ルコンを含むセルの間隔を狭くすると、当該セル間に配置可能なスタンダードセルの大き
さや数が制限される。しかし、面積デメリットは後者の方が少ないため、本発明では後者
が選択される。
【００３７】
　（第１実施例）
　図３は、第１の実施の形態における半導体装置のレイアウト構造の一例（第１実施例）
を示す平面図である。第１実施例におけるセル２０は、電源供給素子３０として、上述の
ウェルコンと電源スイッチとを有する。図７は、図３に示す半導体装置に対応する比較例



(9) JP 2010-283269 A 2010.12.16

10

20

30

40

50

を示す平面図である。
【００３８】
　第１実施例では、行方向における電源スイッチの間隔とウェルコンの間隔の比が１対１
である。又、本実施例（図３）における半導体装置の基本構造は、図２に示すレイアウト
と同様である。例えば、電源配線４１～４３、５１、５２、６１～６３の配置やセル１０
、２０の配置（配線間の距離等）は、同様であるので、その説明は省略する。
【００３９】
　図３を参照して、セル１０は、Ｎ型ウェル１上に設けられたＰ型ＭＯＳトランジスタ１
１と、Ｐ型ウェル２上に設けられたＮ型ＭＯＳトランジスタ１２とを備える。Ｐ型ＭＯＳ
トランジスタ１１は、Ｎ型ウェル１上に設けられたＰ型拡散層３、４、及びゲート絶縁膜
５によって形成される。Ｎ型ＭＯＳトランジスタ１２はＰ型ウェル２上に設けられたＮ型
拡散層６、７、及びゲート絶縁膜９によって形成される。
【００４０】
　セル１０は、同一行においてセルハイト方向（Ｙ方向）に対し上段と下段の２段に配置
される。Ｎ行においてセルハイト方向（Ｙ方向）上段に設置されたセル１０の構造を説明
する。上段に配置されたセル１０のＰ型ＭＯＳトランジスタ１１は、ソースとして機能す
るＰ型拡散層３が配線４１に接続され、ドレインとして機能するＰ型拡散層４がＮ型拡散
層７に接続される。又、Ｎ型ＭＯＳトランジスタ１２は、ソースとして機能するＮ型拡散
層６が配線５１に接続され、ドレインとして機能するＮ型拡散層７がＰ型拡散層４に接続
される。これにより、電源電圧ＶＳＤで駆動するインバータが形成される。Ｎ行において
セルハイト方向（Ｙ方向）下段に設置されたセル１０も同様に、ソースが電源配線４２に
接続されたＰ型ＭＯＳトランジスタ１１とソースが電源配線５１に接続されたＮ型ＭＯＳ
トランジスタ１２とを有するインバータが形成される。
【００４１】
　セル２０は、ウェルコンとして機能する２つのＮ型拡散層３１と、電源スイッチとして
機能するＰ型ＭＯＳトランジスタ３２を有する。セル２０におけるセルハイト方向（Ｙ方
向）に対する上部及び下部の領域には、Ｎ型ウェル１が形成される。以下、セル２０の上
部領域に形成されるＮ型ウェル１をＮ型ウェル１（上段）と称し、下部領域に形成される
Ｎ型ウェル１をＮ型ウェル１（下段）と称す。又、Ｎ型ウェル１（上段）とＮ型ウェル１
（下段）に挟まれ、セル幅方向（Ｘ方向）の他のセルと隣接する領域に、Ｐ型ウェル２が
形成される。更にＮ型ウェル１（上段）とＮ型ウェル１（下段）は、Ｐ型ウェル２を分断
するように相互に接続され、ブリッジ構造を形成する。
【００４２】
　２つのＮ型拡散層３１は、Ｎ型ウェル１（上段）とＮ型ウェル１（下段）のそれぞれに
設けられる。又、２つのＮ型拡散層３１は、図示しない上部配線を介して電源配線６１に
接続され、電源電圧ＶＤＤを自身が設けられたＮ型ウェル１に供給する。以下、Ｎ型ウェ
ル１（上段）に設けられたＮ型拡散層３１をＮ型拡散層３１（上段）と称し、Ｎ型ウェル
１（下段）に設けられたＮ型拡散層３１をＮ型拡散層３１（下段）と称す。
【００４３】
　Ｎ型ウェル１及びＰ型ウェル２は、上述のように行方向（Ｘ方向）に連続して形成され
、行の境界においてＮ型ウェル１は列方向（Ｙ方向）に連続して形成されている。又、本
発明によるセル２０には、上段と下段の両方にウェルコンとなるＮ型拡散層３１が形成さ
れている。このため、Ｎ行に設けられたＮ型拡散層３１（下段）によって、Ｎ行における
Ｎ型ウェル１（下段）のみならずＮ＋１行のＮ型ウェル１（上段）にも電源電圧ＶＤＤを
供給することができる。同様に、Ｎ＋１行に設けられたＮ型拡散層３１（上段）によって
、Ｎ＋１行のＮ型ウェル１（上段）のみならずＮ行のＮ型ウェル１（下段）にも電源電圧
ＶＤＤを供給することができる。従って、本発明では、Ｎ行又はＮ＋１行のどちらか一方
にセル２０を配置することで、Ｎ行とＮ＋１行との境界領域に形成されたＮ型ウェル１に
電源電圧ＶＤＤを供給することができる。例えば、電源配線６１～６３のそれぞれに接続
されるセル２０は、Ｎ行又はＮ＋１行のどちらか一方に配置すればよい。



(10) JP 2010-283269 A 2010.12.16

10

20

30

40

50

【００４４】
　次に、Ｐ型ＭＯＳトランジスタ３２の構成の詳細を説明する。ここでは、Ｎ行において
電源配線６１に接続されたＰ型ＭＯＳトランジスタ３２を一例に説明する。Ｐ型ＭＯＳト
ランジスタ３２は、Ｎ型ウェル１によるブリッジ構造上に形成されるＰ型拡散層９１、９
２及びゲート絶縁膜９３を有する。Ｐ型拡散層９１は、電源電圧ＶＤＤが供給される電源
配線６１に接続されソースとして機能する。Ｐ型拡散層９２は、電源配線４１、４２に接
続されドレインとして機能する。Ｐ型ＭＯＳトランジスタ３２は、ゲート絶縁膜９３に入
力された制御信号（図示なし）に応じて電源電圧ＶＤＤに応じた電源電圧ＶＳＤを電源配
線４１、４２に供給する。
【００４５】
　行の境界を介して接する２つのセル１０は、行方向に延びる同じ電源配線に接続される
。例えば、Ｎ行においてＮ＋１行に隣接するセル１０と、Ｎ＋１行においてＮ行に隣接す
るセル１０は、同じ電源配線４２に接続される。電源配線４２には、Ｎ行に配置されたセ
ル２０内の電源スイッチ（Ｐ型ＭＯＳトランジスタ３２）と、Ｎ＋１行に配置されたセル
２０内の電源スイッチ（Ｐ型ＭＯＳトランジスタ３２）のどちらからでも電源電圧ＶＳＤ
を供給することができる。すなわち、本発明では、Ｎ行又はＮ＋１行のどちらか一方にセ
ル２０を配置することで、Ｎ行とＮ＋１行との境界領域に形成されたセル１０に電源電圧
ＶＳＤを供給することができる。例えば、電源配線６１～６３のそれぞれに接続されるセ
ル２０は、Ｎ行又はＮ＋１行のどちらか一方に配置すればよい。
【００４６】
　以上のことから、本実施例では、Ｎ行に配置されたセル２０のＮ型拡散層３１（下段）
と、Ｎ＋１行に配置されたセル２０のＮ型拡散層３１（上段）との距離が、ラッチアップ
耐性を確保するために必要なウェルコンの間隔以内となるように、Ｎ行及びＮ＋１行にわ
たり、セル２０が千鳥に配置される。図３に示す一例では、電源配線６１、６３に接続す
るセル２０は、隣接する２つの行（Ｎ行とＮ＋１行）のうち、Ｎ行のみに配置され、電源
配線６２に接続するセル２０は、隣接する２つの行（Ｎ行とＮ＋１行）のうち、Ｎ＋１行
のみに配置される。
【００４７】
　一方、図７に示す比較例では、ウェルコンとして機能するＮ型拡散層７０１が、セル７
０の上段のみに設けられている。この場合、Ｎ行におけるＮ型ウェル１（下段）には、Ｎ
＋１行に配置されたセル７０によって電源電圧ＶＤＤが供給される。すなわち、ラッチア
ップ耐性を確保するために必要な間隔でＮ型ウェル１に電源電圧ＶＤＤを供給するために
は、Ｎ行及びＮ＋１行に当該間隔でセル７０を配置する必要がある。
【００４８】
　本実施例では、セル２０を千鳥に配置できるため、例えば、Ｎ行に配置されるセル２０
の間隔を比較例よりも長くすることができる。これにより、図７に示す比較例に比べてセ
ル１０の配置数を増加させることが可能となる。又、配置可能な領域が広がるため、様々
な大きさのスタンダードセルを配置することができることから、設計が容易となり、ＴＡ
Ｔや面積効率が改善される。
【００４９】
　又、図７に示す比較例では、セル７０の上部及び下部の領域に分離したＮ型ウェル１の
それぞれに電源スイッチとして機能するＰ型ＭＯＳトランジスタ７０２が形成されている
。一方、本発明によるセル２０内のＮ型ウェル１（上段）及びＮ型ウェル１（下段）は、
ブリッジ構造によって接続されているため、ラッチアップ耐性を高めることができる。
【００５０】
　（第２実施例）
　図４は、第１の実施の形態における半導体装置のレイアウト構造の一例（第２実施例）
を示す平面図である。第２実施例におけるセル２０は、第１実施例と同じ構造である。図
８は、図４に示す半導体装置に対応する比較例を示す平面図である。
【００５１】
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　第１実施例の行方向における電源スイッチの間隔を１とした場合、第２実施例では、行
方向における電源スイッチの間隔とウェルコンの間隔の比は０．５対１である。すなわち
、第２実施例は、第１実施例に対して、電源強度を倍増させた半導体装置である。以下で
は、第１実施例と同様な構成は省略し、異なる構成を説明する。
【００５２】
　図４を参照して、電源配線６１～６３の間隔は、第１実施例と同じであり、電源配線６
１と電源配線６２の間に電源配線６４が設けられ、電源配線６２と電源配線６３の間に電
源配線６５が設けられる。電源配線６１～６３には、Ｎ行に配置されたセル２０が接続さ
れ、電源配線６４、６５には、Ｎ＋１行に配置されたセル２１が接続される。セル２０、
２１以外の領域にはセル１０が配置される。
【００５３】
　セル２０の構造は、第１実施例と同様である。すなわち、セル２０は、上部及び下部の
領域にウェルコンとして機能するＮ型拡散層３１を有している。このため、ウェルコンの
間隔を図８に示す比較例と同様な間隔としながら、隣接する２つの行の一方のみにセル２
０を配置することが可能となる。
【００５４】
　セル２１は、セルハイトがセル２０と同じ大きさで、セル幅がセル１０より小さい。セ
ル２１は、電源スイッチとして機能するＰ型ＭＯＳトランジスタ３３を有する。以下、電
源配線６４に接続されたＰ型ＭＯＳトランジスタ３３を一例に、その構造の詳細を説明す
る。Ｐ型ＭＯＳトランジスタ３３は、Ｎ型ウェル１上に形成されるＰ型拡散層９４、９５
及びゲート絶縁膜９６を有する。Ｐ型拡散層９４は、電源電圧ＶＤＤが供給される電源配
線６４に接続されソースとして機能する。Ｐ型拡散層９５は、電源配線４２、４３に接続
されドレインとして機能する。Ｐ型ＭＯＳトランジスタ３３は、ゲート絶縁膜９６に入力
された制御信号（図示なし）に応じて電源電圧ＶＤＤに応じた電源電圧ＶＳＤを電源配線
４２、４３に供給する。
【００５５】
　ウェルコン及び電源スイッチを有するセル２０を、電源配線６１～６３に接続する位置
に配置し、電源スイッチのみを有するセル２１を、追加された電源配線６４、６５に接続
する位置に配置することで、電源スイッチの間隔をウェルコンの間隔の１/２倍とするこ
とができる。又、セル２１は、セル２０と同様に、セルハイト方向（Ｙ方向）上部及び下
部の電源配線に対する電源電圧ＶＳＤを制御する。例えば、電源配線６４に接続するセル
２１は、Ｎ行又はＮ＋１行のどちらか一方に配置すればよい。従って、本実施例では、図
４に示すようにＮ行及びＮ＋１行においてセル２０とセル２１とを千鳥に配置することが
できる。
【００５６】
　一方、図８に示す比較例では、ウェルコンとして機能するＮ型拡散層７０１が、セル７
０の上段のみに設けられている。この場合、Ｎ行におけるＮ型ウェル１（下段）には、Ｎ
＋１行に配置されたセル７０によって電源電圧ＶＤＤが供給される必要がある。このため
、ラッチアップ耐性を確保するために必要な間隔でＮ型ウェル１に電源電圧ＶＤＤを供給
するためには、Ｎ行及びＮ＋１行に当該間隔でセル７０を配置する必要がある。
【００５７】
　又、図８に示す比較例では、電源スイッチとして機能するＰ型ＭＯＳトランジスタ７０
３のみを有するセル７１が設けられているが、列方向（Ｙ方向）に連続的に配置されてい
る。例えば、電源配線６４に接続されるセル７１は隣接するＮ行及びＮ＋１行に配置され
る。
【００５８】
　本実施例では、セル２０、２１を千鳥に配置できるため、Ｎ行に配置されるセル２０の
間隔や、Ｎ＋１行におけるセル２１の間隔を比較例よりも長くすることができる。これに
より、図８に示す比較例に比べてセル１０の配置数を増加させることが可能となる。又、
配置可能な領域が広がるため、様々な大きさのスタンダードセルを配置することができる
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ことから、設計が容易となり、ＴＡＴや面積効率が改善される。
【００５９】
　（第３実施例）
　図５は、第１の実施の形態における半導体装置のレイアウト構造の一例（第３実施例）
を示す平面図である。第３実施例におけるセル２０は、第１実施例と同じ構造である。図
９は、図５に示す半導体装置に対応する比較例を示す平面図である。
【００６０】
　第１実施例の行方向における電源スイッチの間隔を１とした場合、第３実施例では、行
方向における電源スイッチの間隔とウェルコンの間隔の比は２．１対１である。すなわち
、第３実施例は、第１実施例に対して、電源強度を半減させた半導体装置である。以下で
は、第１実施例と同様な構成は省略し、異なる構成を説明する。
【００６１】
　図５を参照して、電源配線６１、６３には、Ｎ行に配置されたセル２０が接続され、電
源配線６３には、Ｎ＋１行に配置されたセル２２が接続される。セル２０、２２以外の領
域にはセル１０が配置される。
【００６２】
　セル２０の構造は、第１実施例と同様である。すなわち、セル２０は、上部及び下部の
領域にウェルコンとして機能するＮ型拡散層３１を有している。このため、ウェルコンの
間隔を図９に示す比較例と同様な間隔としながら、隣接する２つの行の一方のみにセル２
０を配置することが可能となる。
【００６３】
　セル２２は、セルハイトがセル２０と同じ大きさで、セル幅がセル１０より小さい。セ
ル２２は、ウェルコンとして機能する２つのＮ型拡散層３４を有する。詳細には、セル２
２は、セルハイト方向（Ｙ方向）に対して上部と下部の領域のそれぞれにＮ型ウェル１を
有し、Ｎ型ウェル間にＰ型ウェル２を有する。２つのＮ型拡散層３４は、上部及び下部の
Ｎ型ウェル１上に設けられ、それぞれ電源配線６２に接続される。
【００６４】
　電源スイッチを有するセル２０を電源配線６１、６３に接続する位置に配置し、ウェル
コンのみを有するセル２２を電源配線６２に接続する位置に配置することで、電源スイッ
チの間隔を、ウェルコンの間隔の約２倍にすることができる。又、セル２２は、セル２０
と同様に、セルハイト方向（Ｙ方向）上部及び下部にウェルコンとなるＮ型拡散層３４を
有している。このため、セル２２は、Ｎ行又はＮ＋１行のどちらか一方に配置すればよい
。従って、本実施例では、図５に示すようにＮ行及びＮ＋１行においてセル２０とセル２
２とを千鳥に配置することができる。
【００６５】
　一方、図９に示す比較例では、ウェルコンとして機能するＮ型拡散層７０１、７０４が
それぞれセル７０、７３の上段のみに設けられている。この場合、Ｎ行におけるＮ型ウェ
ル１（下段）には、Ｎ＋１行に配置されたセル７０、又はセル７３によって電源電圧ＶＤ
Ｄが供給される必要がある。このため、ラッチアップ耐性を確保するために必要な間隔で
Ｎ型ウェル１に電源電圧ＶＤＤを供給するためには、Ｎ行及びＮ＋１行に当該間隔でセル
７０を配置する必要がある。
【００６６】
　本実施例では、セル２０、２２を千鳥に配置できるため、Ｎ行に配置されるセル２０の
間隔や、Ｎ＋１行におけるセル２２の間隔を比較例よりも長くすることができる。これに
より、図９に示す比較例に比べてセル１０の配置数を増加させることが可能となる。又、
配置可能な領域が広がるため、様々な大きさのスタンダードセルを配置することができる
ことから、設計が容易となり、ＴＡＴや面積効率が改善される。
【００６７】
　（第４実施例）
　図６は、第１の実施の形態における半導体装置のレイアウト構造の一例（第４実施例）
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を示す平面図である。第４実施例におけるセル２０は、第１実施例と同じ構造である。
【００６８】
　第１から第３実施例では、電源スイッチセル２０の基板電位とソース電位として共通の
電源電位ＶＤＤが供給されたが、第４実施例では、ソース電位（電源電圧ＶＤＤ１）とは
異なる固定電位（電源電圧ＶＤＤ２）が基板電位として供給される。その他の構成は、第
１実施例と同様である。
【００６９】
　第４実施例における半導体装置は、第１実施例における電源配線６１に替えて、電源配
線１０１、２０１を備える。同様に電源配線６２に替えて電源配線１０２、２０２を、電
源配線６３に替えて電源配線１０３、２０３を備える。電源配線１０１～１０３には電源
電圧ＶＤＤ１が供給され、セル２０内のＰ型ＭＯＳトランジスタ３２のソースに接続され
る。Ｐ型ＭＯＳトランジスタ３２は、電源電圧ＶＤＤ１に応じた電源電圧ＶＳＤをセル１
０に供給する。電源配線２０１～２０３には電源電圧ＶＤＤ２が供給され、セル２０のＮ
型拡散層３１に接続される。Ｎ型ウェル１の電位は、Ｎ型拡散層３１を介して供給される
電源電圧ＶＤＤ２に固定される。
【００７０】
　セル２０の配置は、第１実施例と同様に千鳥に配置されているため、Ｎ行に配置される
セル２０の間隔や、Ｎ＋１行におけるセル２２の間隔を比較例よりも長くすることができ
る。これにより、図７に示す比較例に比べてセル１０の配置数を増加させることが可能と
なる。又、配置可能な領域が広がるため、様々な大きさのスタンダードセルを配置するこ
とができることから、設計が容易となり、ＴＡＴや面積効率が改善される。
【００７１】
　２．第２の実施の形態
　図１０及び図１１を参照して、本発明による半導体装置の第２の実施の形態を説明する
。図１０は、本発明による半導体装置の第２の実施の形態におけるレイアウトを示す平面
図である。第１の実施の形態では、セル２０がＮ行及びＮ＋１行にわたり千鳥に配置され
ていたが、第２の実施の形態では、隣接する２行（Ｎ行、Ｎ＋１行、Ｎは自然数）のうち
、セル２０を配置する行（Ｎ行）と配置しない行（Ｎ＋１）とが交互に配置される。すな
わち、隔行毎にセル２０を配置する。
【００７２】
　図１０を参照して、本実施の形態における半導体装置は、行方向（Ｘ方向）に延設され
る電源配線４１～４４、５１～５３と、電源配線４１～４４、５１～５３に沿って配置さ
れる複数のセル１０（例えばプリミティブセルやスタンダードセル）と、電源配線４１～
４４、５１～５３に垂直な方向（Ｙ方向）に延設される電源配線６１～６３と、複数のセ
ル１０に電源電圧ＶＤＤを供給する複数のセル２０を具備する。
【００７３】
　セル２０、セル１０の構成は、第１の実施の形態と同様である。セル２０のセルハイト
方向（Ｙ方向）に対して上部及び下部の領域に電源供給素子３０が配置されているため、
セル２０が配置された行の列方向（Ｙ方向）に対して上段及び下段の行のＮ型ウェル１に
対して電源電圧を供給することができる。このため、Ｎ行及びＮ＋２行に配置されたセル
２０によって、Ｎ＋１行に形成されたＮ型ウェル１に電源電圧が供給されることとなる。
【００７４】
　Ｎ行に配置される３つのセル２０は、それぞれ電源配線６１～６３から供給される電源
電圧ＶＤＤに応じた電源電圧を複数のセル１０に供給する。同様に、Ｎ＋２行に配置され
る３つのセル２０は、それぞれ電源配線６１～６３から供給される電源電圧ＶＤＤに応じ
た電源電圧を複数のセル１０に供給する。Ｎ＋１行に配置されたセル１０は、Ｎ行及びＮ
＋２行におけるセル２０から電源電圧が供給される。このため、プロセス等によって制約
を受ける電源供給素子３０間の距離は、Ｎ行又はＮ＋２行における２つのセル２０内の電
源供給素子３０間の距離Ｃ１、Ｃ２となる。この距離Ｃ１、Ｃ２がラッチアップ耐性を維
持できる距離内であるように、セル２０が配置される。
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【００７５】
　本実施の形態における半導体装置では、セル２０が配置されるＮ行、Ｎ＋２行では、セ
ル１０を配置する領域が、プロセスに応じた距離内（ここでは距離Ｂ１、Ｂ２内）に制約
されるが、Ｎ＋１行では、電源を供給するためのセル２０が配置されないため、セル１０
の配置可能な領域が、距離Ａ２の範囲に大きく広がる。詳細には、電源配線６１から電源
配線６３間での距離が、図１に示す半導体装置と同じＬ１＋Ｌ２である場合、Ｎ行におい
てセル１０の配置可能な領域の幅は、距離Ｌ１＋Ｌ２から１つのセル１０のセル幅を減じ
た距離Ｃ３となる。一方、図１０に示すＮ＋１行におけるセル１０の配置可能な領域の幅
は、Ｌ１＋Ｌ２＝Ａ２となる。すなわち、Ｎ＋１行の全ての領域にセル１０を配置するこ
とができる。
【００７６】
　以上のことから、本実施の形態による半導体装置は、プロセスに応じた制約を満足する
電源供給素子の間隔を保持したまま、セル１０の配置可能領域を広げることができる。こ
れにより、セル１０の配置数を増加させることが可能となる。又、配置可能な領域が広が
るため、様々な大きさのスタンダードセルを配置することができることから、設計が容易
となり、ＴＡＴや面積効率が改善される。
【００７７】
　次に、図１１を参照して、第２の実施の形態における半導体装置の具体例を示す。以下
では、第１～第４実施例と同様に通常モードと待機モードの切り替えに応じて電源の供給
が制御される機能セルを有する半導体装置について説明する。
【００７８】
　（第５実施例）
　図１１は、第２の実施の形態における半導体装置のレイアウト構造の一例（第５実施例
）を示す平面図である。第５実施例におけるセル２０は、第１実施例と同じ構造である。
【００７９】
　第５実施例では、行方向における電源スイッチの間隔とウェルコンの間隔の比が１対１
である。又、本実施例（図１１）における半導体装置の基本構造は、図１０に示すレイア
ウトと同様である。例えば、電源配線４１～４３、５１～５３、６１～６３の配置やセル
１０、２０の配置（配線間の距離等）は、同様である。すなわち、電源配線６１～６３に
は、Ｎ行及びＮ＋２行に配置されるセル２０が接続される。
【００８０】
　Ｎ＋１行におけるＮ型ウェル１（上段）には、Ｎ行におけるＮ型拡散層３１を介して電
源電圧ＶＤＤが供給され、Ｎ＋１行におけるＮ型ウェル１（下段）には、Ｎ＋１行におけ
るＮ型拡散層３１を介して電源電圧ＶＤＤが供給される。又、Ｎ行とＮ＋１行の境に配置
された電源配線４２には、Ｎ行に配置されたセル２０内のＰ型ＭＯＳトランジスタ３２に
よって電源電圧ＶＳＤが供給され、Ｎ＋１行とＮ＋２行の境に配置された電源配線４３に
は、Ｎ＋２行に配置されたセル２０内のＰ型ＭＯＳトランジスタ３２によって電源電圧Ｖ
ＳＤが供給される。
【００８１】
　本実施例では、セル２０が配置された行（Ｎ行及びＮ＋２行）は挟まれた行（Ｎ＋１行
）にセル２０を配置する必要がないため、当該行（Ｎ＋１行）では、セル１０を自由に配
置することができる。これにより、従来の電源スイッチを有する半導体装置に比べて、セ
ル１０の配置数を増加させることが可能となる。又、配置可能な領域が広がるため、様々
な大きさのスタンダードセルを配置することができることから、設計が容易となり、ＴＡ
Ｔや面積効率が改善される。
【００８２】
　本発明によれば、リーク電流を抑制するため電源の供給の制御が可能な電源スイッチを
有する半導体装置の製造に際し、セル１０の配置数又は配置の自由度を向上させるように
レイアウトすることができる。尚、上述の半導体装置のレイアウトは、コンピュータを用
いてレイアウトプログラムを実行することで実現される。
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【００８３】
　以上、本発明の実施の形態を詳述してきたが、具体的な構成は上記実施の形態に限られ
るものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の変更があっても本発明に含まれる。第
１及び第２の実施の形態では、Ｎ行～Ｎ＋１行又はＮ行～Ｎ＋２行のレイアウトのみを示
したがこれに限らず、通常、図面に示されたパタンが列方向繰り返されてレイアウトされ
る。又、第１～第５実施例は、技術的に矛盾がない範囲内で組み合せて適用され得る。
【００８４】
　又、上述の実施例では、電源電圧ＶＤＤに応じた電源電圧の供給を制御するセル２０に
ついて説明したが、ＧＮＤ電位の供給を制御するセルにも適用できる。この場合、Ｎ型ウ
ェル１、Ｎ型拡散層３１、Ｐ型ＭＯＳトランジスタ３２をそれぞれＰ型ウェル、Ｐ型拡散
層、Ｎ型ＭＯＳトランジスタに読み替えることで実現できる。
【符号の説明】
【００８５】
　１：Ｎ型ウェル
　２：Ｐ型ウェル
　３、４、９１、９２、９４、９５：Ｐ型拡散層
　５、９３、９６：ゲート絶縁膜
　６、７、３１、３４：Ｎ型拡散層
　１０：セル
　１１、３２、３３：Ｐチャネル型ＭＯＳトランジスタ
　１２：Ｎチャネル型ＭＯＳトランジスタ
　２０：セル
　４１～４４、５１～５３、６１～６５、１０１～１０３、２０１～２０３：電源配線

【図１】 【図２】
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